
ガー ン 函館 検討懇話会設置要綱  

 

  設置  

第 条 歴史 景観 配慮 た， ン性 高い緑あふ 美 い街

並 を く ガー ン 函館 実現 い 検討 た ，

ガー ン 函館 検討懇話会 以下 懇話会 いう。 を設

置 。  

  組織  

第 条 懇話会 ，委員 人以内を 構成 。  

 委員 ，次 掲 者 うち 市長 委嘱 。  

 学識経験を 者  

  各種関係団体 推薦 者  

  そ 他市長 必要 認 者  

 懇話会 オブ ーバーを置 ，必要 応 意見，助言等を求

。  

 任期  

第 条 委員 任期 ，市長 委嘱 た日 成 日

。  

  座長  

第 条 懇話会 座長を置く。  

 座長 ，委員 互選 定 。  

 座長 ，会務を総理 ，懇話会を代表 。  

 座長 事故等 あ ，あ 座長 指名 委員 そ  

 職務を代行 。  

  会議  

第 条 懇話会 会議 ，座長 招集 。  

 座長 ，懇話会 会議 議長 。  

 座長 ，必要 あ 認 た ，委員以外 者 出席を求 ，  

 意見を聴取 。  

 第 項 規定 わ ，市長 ，必要 応 ，委員を招集 会  
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 議を開く 。  

  庶務  

第 条 懇話会 庶務 ，企画部 い 処理 。  

  謝礼  

第 条 委員 懇話会 出席 た ，予算 範囲内 謝礼を支給  

 。  

  そ 他  

第 条 要綱 定 ほ ，会議 運営 関 必要 事項 ，  

座長 懇話会 諮 定 。  

   附 則  

  要綱 ， 成 日 施行 。  


